
未熟児養育医療費等県費負担金交付要綱 

 （通則）

第１条 未熟児養育医療費等県費負担金（以下「負担金」という。）については、予算の

範囲内において交付するものとし、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号。以下「法」

という。）、母子保健法施行令（昭和４０年政令第３８５号）、児童福祉法（昭和22年

法律第164号）、児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）、児童福祉法施行規則（昭

和23年厚生省令第11号）、及び補助金等の交付手続等に関する規則(昭和４０年埼玉県

規則第１５号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 

（交付の対象）

第２条 この負担金は、法第２０条の規定により市町村が行う養育医療給付事業につい

て交付の対象とする。

（交付額の算定方法）

第３条 この負担金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

（１）養育医療の給付のうち、移送を除いたもの 

ア 次の表の第２欄に定める基準額と、第３欄に定める対象経費の実支出額から寄

付金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額から第４条に定める徴収基準額を控除した額に４分の１

を乗じて得た額を交付額とする。 

（２）養育医療の給付のうち、移送に係るもの 

ア 次の表の第２欄に定める基準額と、第３欄に定める対象経費の実支出額から寄

付金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、４分の

１を乗じて得た額を交付額とする。 

１ 種目 ２ 基準額 ３ 対象経費 ４ 負担率

養育医療

費（移送 

を除く） 

 法第２０条第３項第１号から第４号までに

係る費用については、「診療報酬の算定方法」

（平成２０年厚生労働省告示第５９号）、「入

院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生

活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に

関する基準」（平成１８年厚生労働省告示第９

９号）、「保険外併用療養費に係る療養につい

ての費用の額の算定方法」（平成１８年厚生労

働省告示第４９６号）により算定した額の実

支出額の合算額から、医療保険各法による負

担額を控除した額 

 養育医療（移送

を除く。）に必要な

委託料、負担金、補

助及び交付金、扶

助費

１／４

未熟児 

移送費 

 法第２０条第３項第５号に係る費用につい

ては、入院に必要な最小限度の交通費の実支

出額。ただし、指定養育機関が移送を実施する

場合にあっては、市町村長が指定養育機関と

あらかじめ協議して定めた額 

 養育医療（移送

に係るもの）に必

要な委託料、負担

金、補助及び交付

金、扶助費 

１／４ 



（費用の徴収基準額） 
第４条 法第２０条の規定による養育医療の給付に要する費用につき、同法第２１条の４

第１項の規定により、本人又は扶養義務者から徴収する額の基準額は、当該児童の属する

世帯の市町村民税額等に応じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、別表

の徴収基準額に定めた徴収基準月額により算定した額とする。ただし、当該児童の措置に

要した費用について徴収する額は、市町村の長の支弁すべき額又は費用総額から医療保

険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差

し引いた額を越えないものであることとする。 
 （交付の条件） 
第５条 この負担金の交付の決定には、以下の各号の条件が付されるものとする。 
（１）第３条の（１）・（２）により算出された額の間における経費の変更はしてはなら

ないものとする。 

（２）事業内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなけれ

ばならない。 

（３）事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

（４）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速

やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（５）この負担金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式１による調

書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書

及び証拠書類を負担金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはそ

の承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

 （申請手続） 
第６条 この負担金の交付の申請は、別紙様式２による申請書に関係書類を添えて、別途

定める期日までに知事に提出して行うものとする。 
 （変更申請手続） 
第７条 この負担金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請

等を行う場合には、別紙様式３による申請書に関係書類を添えて、別途定める期日まで 

 に知事に提出して行うものとする。 

 （交付決定の通知） 
第８条 知事は、負担金について交付の決定を行ったときは、別紙様式４又は別紙様式５ 

 により速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。 
 （概算払） 
第９条 知事はこの負担金については、概算払をすることができる。 
 （状況報告） 
第１０条 この負担金に係る事業等の遂行状況について、知事の要求があったときは、当 

 該要求に係る事項について文書で知事に報告しなければならない。 

 （実績報告） 
第１１条 この負担金の事業実績報告は、別紙様式６による事業実績報告書に関係書類を

添えて、別途定める期日（第５条の(３) により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合

には、当該承認通知書を受理した日から起算して１か月を経過した日）までに知事に提出



して行わなければならない。 

（負担金の額の確定の通知）

第１２条 知事は、負担金について交付額の確定を行ったときは、別紙様式７により速や 

かに確定の通知を行うものとする。

（負担金の返還）

第１３条 知事は、交付すべき負担金の額を確定した場合において、既にその額を超える 

負担金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について県に返還する 

ことを命ずるものとする。 

附 則

この要綱は、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則

この要綱は、平成２６年１０月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。

ただし、今回の改正内容については、平成２６年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。

 ただし、今回の改正内容のうち、別表の備考１及び２の（２）に係るものについては、

平成２７年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成３０年１１月１日から適用する。

 ただし、別表の備考２の（２）「租税特別措置法」に係るものについては平成３０年

４月１日から、備考１０の「児童扶養手当法の一部を改正する法律」に係るものについては

平成３０年７月１日から、備考９「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支

援法等の一部改正する法律」については、平成３０年１０月１日から適用する。

  附 則

この要綱は、令和元年１２月１日から適用する。

  附 則

この要綱は、令和元年１２月２７日から適用す

る。

 附 則

この要綱は、令和３年４月１日から適用する。


